
　

平
成
29
年
度
か
ら
平
成
31
年
度
ま
で
を

｢

生
活
排
水
処
理
対
策
強
化
期
間｣

と
し
て
、

下
水
道
の
区
域
内
で
は
接
続
へ
の
助
成
制
度

（
負
担
金
な
ど
の
減
免
お
よ
び
補
助
金
の
交

付
）の
対
象
を
拡
充
し
、
住
宅
の
水
周
り
の

改
善
を
促
進
し
、
快
適
な
生
活
環
境
と
生
活

排
水
処
理
の
向
上
を
図
り
ま
す
。

　

ま
た
、
建
築
住
宅
課
が
実
施
す
る
既
存
住

宅
改
修
環
境
整
備
事
業
補
助
金
に
強
化
枠

（
６
ペ
ー
ジ
を
参
照
）を
設
け
、
下
水
道
へ
の

接
続
推
進
と
併
せ
て
、
下
水
道
区
域
を
除
く

地
域
で
は
、
小
型
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
切

り
替
え
設
置
を
促
進
し
ま
す
。

受
益
者
負
担
金
・
分
担
金
の
減
免

　

６
月
１
日
か
ら
平
成
32
年
３
月
31
日
ま
で

の
間
、
既
存
の
専
用
住
宅
の
小
型
合
併
処
理

浄
化
槽
か
ら
排
水
設
備
工
事
に
よ
る
下
水
道

へ
の
接
続
の
申
請
を
さ
れ
る
場
合
に
は
、
次

の
処
理
区
の
区
分
に
よ
り
受
益
者
負
担
金
を

減
額
、
ま
た
は
分
担
金
を
免
除
し
ま
す
。

下
水
道
接
続
時
の
補
助
金

　

６
月
１
日
か
ら
平
成
32
年
３
月
31
日
ま
で

の
間
、
既
存
の
専
用
住
宅
の
単
独
処
理
浄
化

槽
な
ど
か
ら
下
水
道
接
続
に
切
り
替
え
る
た

め
の
排
水
設
備
工
事
に
対
し
、
次
の
区
分
に

よ
り
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

＊ 

下
水
道
に
接
続
す
る
た
め
の
排
水
設
備
工

事
は
、
必
ず
本
市
の
指
定
工
事
店（
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
確
認
で
き
ま
す
。）へ
依

頼
し
て
く
だ
さ
い
。

　

 　

ま
た
、
工
事
費
へ
の
無
利
子
の
貸
付
制

度（
限
度
額
２
０
０
万
円
）も
あ
り
ま
す
の

で
、
貸
付
条
件
な
ど
に
つ
い
て
は
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

＊ 

下
水
道
区
域
を
除
く
地
域
で
、
小
型
合
併

処
理
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
補
助
金（
新

築
住
宅
も
対
象
）を
受
け
る
場
合
は
、
必

ず
着
工
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

下
水
道
接
続
に
対
す
る
助
成
制
度
の
ご
案
内

～
３
年
間
限
定
で
負
担
金
な
ど
の
減
免
と
公
共
下
水
道
等
接
続
補
助
金
を
交
付
～

【
申
請
・
問
合
先
】＝

▼
水
道
局
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー　

（
20
）８
５
０
０

▼
下
水
道
課
管
理
グ
ル
ー
プ　
　

（
20
）８
５
０
３

小型合併処理浄化槽の設置補助を 
受けている場合 受益者負担金の５０％を減額します。

小型合併処理浄化槽の設置補助を 
受けていない場合 受益者負担金の８０％を減額します。

区　分 補助額

単独処理浄化槽から接続する場合 ６万円 

くみ取り式トイレから接続する場合 ７万円 

設置時に補助を受けていない小型合併
処理浄化槽から接続する場合 １０万円 

城上処理区
分担金４万円の全額を免除します。

手打処理区
祁答院中央処理区

分担金３万円の全額を免除します。上甑（中甑・中野）処理区
上甑（平良）処理区

● 公共下水道川内処理区

● 公共下水道川内処理区以外の処理区

＊上記以外の処理区では分担金がないため、減免はありません。

（注意事項）
・工事の着手前に必ず申請してください。
 ・工事は、交付決定を受けた年度内（３月３１日まで）に
　完了してください。
・排水設備工事費が補助金額に満たない場合は、工事費の
　千円未満を切り捨てた額が補助の額となります。

● 排水設備（個人で設置・管理）

● 公共下水道（市で設置・管理）

下水道が整備されると…
①水洗トイレが使えます。
②まちが清潔になります。
③川や海がよみがえります。

取付管 下水道管

市
職
員
採
用
試
験（
社
会
人
枠
）

＊いずれの職種とも日本国籍を有し、採用時に本市に居住できることが条件です。
職　種 採用予定人員 主な受験資格

建築技師

上級職

３名程度

①昭和５２年４月２日以降に生まれた者
②大学卒業者で一級または二級建築士の資格を有する者
③民間企業などにおける職務経験を３年以上有する者

初級職
①昭和５２年４月２日以降に生まれた者
②高等学校卒業程度の学力を有する者で一級または二級建築士の資格を有する者
③民間企業などにおける職務経験を３年以上有する者

土木技師

上級職

４名程度

①昭和５２年４月２日以降に生まれた者
②大学卒業者で土木に係る学科を卒業した者
③民間企業などにおける職務経験を３年以上有する者

初級職
①昭和５２年４月２日以降に生まれた者
②高等学校卒業程度の学力を有する者で土木に係る学科を卒業した者
③民間企業などにおける職務経験を３年以上有する者

＊受験資格については、各々①～③の全てを満たす必要があります。
＊建築技師および土木技師の初級職は、建築技師および土木技師の上級職の受験資格を有する者を除きます。

■｢民間企業などにおける職務経験を３年以上有する者」について
・平成２９年３月３１日現在の民間企業などにおける募集職種に係る職務経験（以下「職務経験」という。）を指します。
・職務経験には、会社員、公務員、団体職員、自営業者などとして、６カ月以上継続して就業した期間を通算します。
・職務経験が複数の場合には、通算することができますが、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一方
　のみの職歴に限ります。また、職務経験には、独立行政法人国際協力機構法に基づく青年海外協力隊などの国際貢献
　活動経験を含みますが、在学中のアルバイトなどは該当しません。
・最終合格決定後、職務経験の確認のため、職歴証明書などの提出が必要です。

～ 

あ
な
た
の
経
験
を 

市
政
に
生
か
し
て
み
ま
せ
ん
か 

～

　

受
験
資
格
な
ど
に
つ
い
て
は
、
採
用
時
に

本
市
に
居
住
で
き
る
者
で
、
職
種
ご
と
に
下

表
に
定
め
て
い
る
と
お
り
で
す
。

【
試
験
日
時
】＝
７
月
２
日（
日
）

＊�

試
験
会
場
、
集
合
時
間
な
ど
は
、
受
験
票

発
送
時
に
通
知
し
ま
す
。

＊�

応
募
者
多
数
の
場
合
、
面
接
試
験
を
別
日

に
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
試
験
内
容
】＝

▼
面
接
試
験（
全
職
種
）

▼
専
門
試
験（
土
木
技
師
の
み
）

＊�

募
集
要
項
・
受
験
申
込
書
は
、
本
庁
４
階

総
務
課
・
各
支
所
地
域
振
興
課
に
備
え
付

け
て
あ
り
ま
す
。（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
か

ら
も
取
得
可
）

【
合
格
発
表
】＝
７
月
下
旬
予
定

【
採
用
予
定
日
】＝
10
月
１
日（
日
）

直
接
持
参
ま
た
は
郵
送
の
場
合

【
提
出
書
類
】＝

①
職
員
採
用
試
験
受
験
申
込
書

＊�

受
験
票
用
写
真
２
枚（
無
帽
・
上
半
身
・

正
面
向
、
縦
４
㎝
×
横
３
㎝
）

②�

82
円
切
手
を
貼
り
、
あ
て
先
を
明
記
し
た

返
信
用
封
筒（
長
形
３
号
）

＊�

郵
送
で
の
応
募
は
簡
易
書
留
郵
便
の
み
受

け
付
け
ま
す
。

【
応
募
期
間
】＝
４
月
11
日（
火
）～
５
月
31
日

（
水
）当
日
消
印
有
効

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込（
電
子
申
請
）

の
場
合

【
提
出
書
類
】＝
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
あ
る

｢

新
規
採
用
職
員
募
集｣

の
ペ
ー
ジ
か
ら
ア
ク

セ
ス
し
、｢

電
子
申
請
の
手
続
き｣

を
確
認
し

た
上
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
応
募
期
間
】＝
４
月
11
日（
火
）～
５
月
29
日

（
月
）

＊�

直
接
持
参
ま
た
は
郵
送
に
比
べ
て
、
受
付

期
間
が
短
く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

【
応
募
・
問
合
先
】＝
〒
８
９
５
―
８
６
５
０

神
田
町
３
番
22
号　

総
務
部
総
務
課
人
事
グ

ル
ー
プ

（
23
）５
１
１
１（
内
線
４
５
２
２
）
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